
 
別紙１ 

校内指導体制及び関係機関 
 

いじめは絶対に許さないという強い意志の下で，学校全体で組織的な取組を行う。 

 

１ 木町通小学校いじめ防止等対策委員会 

法第２２条に基づき，いじめ防止等に関する取組を実効的に行うため設置する。 

 

２ 木町通小学校いじめ調査委員会 

法第２８条第１項に定める重大事態が発生し，市教育委員会より学校が主体となった調査を行う

ようになった場合に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木町通小学校いじめ調査委員会 

《構成》 

木町通小学校いじめ防止等対策委員会を母体にして，学校評議員，ＰＴＡ役員， 

学校医など，校長が任命。 

木町通小学校いじめ防止等対策委員会 

《構成》 

校長 教頭 教務主任 生徒指導担当教諭 いじめ対策担当教諭 養護教諭 

学年主任・担任 ＳＣ等（校長が実態に応じて任命） 

生徒指導部 学   年 教育相談部

校 内 組 織 

特 別 支 援 委 員 会 

生 徒 指 導 部 会 

校 内 支 援 委 員 会 

第１学年 第４学年 

第２学年 第５学年 

第３学年 第６学年 

特 別 支 援 学 級 

 

保護者・地域との連携 

Ｐ Ｔ Ａ  

学 校 評 議 員 会 

二中学区健全育成連絡協議会 

木 町 交 番  木 町 通 児 童 館 

木 町 通 市 民 セ ン タ ー 

仙 台 市 立 第 二 中 学 校 


